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　中学校修了前の児童を養育して
いる方を対象に、児童手当（制限額
以上、上限額未満の所得がある方
には特例給付）が支給されます。
　今回は、6月～9月分の児童手
当・特例給付を10月10日(火)に指
定された金融機関へ振り込みます。
※　上限額以上の所得がある方に、

手当は支給されません。
■問い合わせ先
　子育て支援課子育て支援係
　☎(48)1111（内1124）

　申し込みは先着順で、半田消防
署・各支署・出張所で受け付けて
います。詳しくは、消防本部ホーム
ページをご覧ください。
普通救命講習Ⅲ
■内　容　子どもに対する心肺蘇

生法、AEDの取り扱い、止血法
■日　時　11月3日（金・祝）午前9時
　～正午
■場　所　半田消防署
■申し込み・問い合わせ先　
　半田消防署救急課　
　☎(21)1492
普通救命講習Ⅰ（女性限定）
■内　容　成人に対する心肺蘇生

法、AEDの取り扱い、止血法
■日　時　11月5日（日）午前9時
　～正午
■場　所　半田消防署
■申し込み・問い合わせ先　
　半田消防署救急課　
　☎(21)1492
普通救命講習Ⅰ
■内　容　成人に対する心肺蘇生

法、AEDの取り扱い、止血法
■日　時　11月19日（日）午前9

時～正午
■場　所　半田消防署成岩出張所
■申し込み・問い合わせ先　
　成岩出張所救急担当
　☎(24)0119

　危険物取扱者は、消防法で定め
られた危険物を取り扱うときに必
要な国家資格です。
■試験日

▽第8回　12月24日(日)
▽第9回　令和6年1月14日(日)
▽第10回　1月21日(日)

■試験の種類（各回共通）
▽午前　乙種第4類、丙種
▽午後　甲種、乙種全類

■試験場所　名古屋工学院専門学
校
■手数料

▽甲種　6,600円
▽乙種　4,600円
▽丙種　3,700円

■申し込み方法
【電子申請】（一財）消防試験研究
センター愛知県支部ホームペー
ジから申し込んでください。

【書面申請】最寄りの消防署、県
民事務所、県民相談室などで配
布している申請書を郵送または
持参してください。
■申込期間

▽第8回
【電子申請】11月4日(土)
午前9時～13日(月)午後5時

【書面申請】11月7日(火)～16
日(木)

▽第9・10回
【電子申請】12月2日(土)　
午前9時～11日(月)午後5時

【書面申請】12月5日(火)～　
14日(木)

■申し込み・問い合わせ先
（一財）消防試験研究センター愛　　　
知県支部　☎052(962)1503
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◀（一財）消防試験研究センター
愛知県支部ホームページ

◀消防本部ホームページ

10月は「児童手当」
の支給月

事業系ごみの処理
について

危険物取扱者試験
を開催

10月は「クリーン排水推進
月間」「浄化槽強調月間」

　町では、可燃・不燃・資源ごみな
どをゴミステーションで収集してい
ます。ゴミステーションは、一般家
庭から出るごみの収集所です。
　事業所や商店などの事業活動で
出たごみを町の指定ごみ袋で地域
のゴミステーションに捨てることは
違法です。ゴミステーションに事業
系ごみが捨てられていることを確
認した場合は、不法投棄として警察
へ連絡します。事業系ごみは、事業
者の責任で、適正に処分してくださ
い。
■問い合わせ先
　建設環境課環境係 
　☎(48)1111（内1211・1212）

　県では、毎年10月を「クリーン排
水推進月間」「浄化槽強調月間」と
定め、家庭での生活排水対策や浄
化槽の適正な維持管理などを呼び
掛けています。
　生活排水対策は、一人一人の取
り組みが鍵となります。水環境に優
しい取り組みを続けてください。
■身近な生活排水対策
　▽食べ残し、飲み残しを減らす。
　▽三角コーナーや水切りネット
　　で汚れを取り除く。
　▽使用済み油は新聞紙などに吸

　　わせて可燃ごみとして捨てる。
　▽食器や鍋は目立つ汚れを新聞
　　紙などで拭き取ってから洗う。
　▽洗剤は適量を使う。
■浄化槽の適正な維持管理
　　浄化槽を管理する方は、法令

により保守点検・清掃を実施し、
法定検査を受けなければなりま
せん。

　　浄化槽を適正に維持管理し、
長く大切に使用してください。
■法定検査申し込み先
　(一社)愛知県薬剤師会　
　☎052（683）1131
■問い合わせ先
　建設環境課環境係　
　☎（48）1111（内1211・1212）

普通救命講習を開催

14.海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用するＳＤＧｓ17の目標

校了日　9 月 20 日　厳守 修正指示　9 月　　日　　時まで


